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議案第７号 

幸手市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例 

幸手市児童福祉審議会条例（平成１３年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年２月１７日提出 

  幸手市長 木 村 純 夫   

      提 案 理 由 

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う子ど

も・子育て支援法の引用条項の改正をしたいので、この案の提出するものである。 


